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日本史授業プリント中世４(030) 武家政権の構造 

 

封建的主従関係 

  １封建制度…２土地の供与を介して結ばれる主従関係  守護・地頭の設置により確立 

          実際には３地頭(職)補任の形をとるのが通常 

※頼朝は反乱軍→国司(朝廷)をさしおいて直接に武士たちの所領を安堵できた  

            ＜貴族層＞   ＜武士層＞   ＜農民層＞ 

  荘園 

               ↓ 

                         ６御恩    ７奉公   

               ↑ 

  公領 
 

 御恩 ａ．８本領安堵    …先祖伝来の所領の支配を幕府が保障 

        ｂ．９新恩給与    …功績に応じて新しい所領を授与     

        ｃ．律令の官職への推挙 

  奉公 ａ．11軍役…戦時、合戦への参加 "12いざ鎌倉"  

      ｂ．13関東御公事…幕府・内裏などの修造負担 

        ｃ．14番役…平時、要地の警護  交替制 

            15京都大番役    …皇居・京都の警護  諸国の御家人が半年交替  守護が督促 

              16鎌倉番役…幕府への奉仕 東国の御家人から 

  注意 ①地頭は荘官…所領からの年貢のうち、これまで通りの決められた額を、 

荘園領主(公領ならば国司)に納める→残りが収入 

       ②幕府の権限の弱い地域では、御家人でも地頭になれない（下司のままの場合）もある。 

③17地頭の任免権は幕府…荘園領主の自由にできない→地位の安定 
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（→中世

１） 
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など 

など 

５御家人 

(当初は頼朝) 

(頼朝の家人) 



初期の鎌倉幕府 

  機構（１２００年頃）  ［特色］ 将軍独裁的体制                有力御家人 

          18侍所[1180～]…御家人の統率  長官：19別当  (初代 20和田義盛   ) 

         21政所[1191～]…財政・一般政務  旧名 22公文所 [1184-91]   中下級貴族 

                        長官：23別当(初代24大江広元    )              

     25問注所[1184～]…訴訟事務  長官：26執事  (初代 27三善康信    )  

     28奥州総奉行 [1189～]…東北の御家人統率 

     29鎮西奉行[1185～]…九州の御家人統率 

     30京都守護[1185～1221]…京の御家人統率・京の警護              

     31守護[1185～]…東国の有力御家人から任命・世襲  一部(陸奥・出羽・大和など)を除く国毎に  

              職掌：32国内の御家人の指揮・治安維持・警察権の行使  

                         平時は33大犯三箇条     に限定 

                      34大番催促    ※35大番＝京都大番役 

                      36謀叛人・殺害人の逮捕 

          37地頭[1185～]…荘園・公領毎に  最初は38平家没官
もっかん

領と39謀叛
むほん

人所領に設置 

                        職掌：40年貢の徴収・納入、土地(下地)管理、治安維持 

             ※当初は、41１反あたり５升の42兵粮米   徴収権 →1186.廃止 

  ☆議奏公卿(朝廷の役職)…10名 朝幕関係の調整 <例>43九条(藤原)兼実、44源通親 

  経済基盤  ａ．45関東御領…将軍家の荘園  約500箇所  平家没官領など 

            ｂ．46関東御分国…将軍家の知行国  最多時で９か国 

      ☆地頭が設置されている荘園(関東御領・関東進止所領・関東御口入地)も広い意味では財政基盤 

 特色と問題点 

 ①鎌倉政権の二面性 

      在地武士団の政権  <例>地頭への任命→所領支配を保障（幕府の許可なく罷免できない） 

      貴族政権的性格    <例>頼朝自身が荘園領主・知行国主 娘(大姫)の入内を計画 

 ②47公武二元支配         行政・財政権…国司任命・荘園収入 

                  軍事・警察権…守護・地頭の任命 

          徐々に対立へ  <例> 国司   守護   荘園領主   地頭 

 

 

正誤問題練習 <大学入試センター2017年Ｂ本試験>  

Ｘ 平氏から没収した荘園を含む関東御領は，幕府の経済基盤となった。〇 

Ｙ 守護は，天皇や将軍の御所を警護する京都大番役の催促を職務とした。 

将
 
 
軍 

公＝西＝朝廷 

武＝東＝幕府 

(実務官僚) 
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